
 

第 22 期第 4回 
松浦海区漁業調整委員会 

 
 
 

日時 令和3年 7月 2 7日 (火 ) 1 5時 3 0分 ～ 
場所 唐津市水産会館 多目的ホール 

 (唐津市海岸通り7182番地217) 
 
 
 

次    第 
 
 
１ 開  会 
 
２ 議  題 

 
（１）ぬたうなぎの許可方針（案）について（諮問）  

Ｐ１～Ｐ４ 
（２）とびうお２そう船びき網漁業特認許可方針（案）について（諮問） 

Ｐ５～Ｐ９ 
（３）令和３年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議における 
佐賀県の要望事項について（協議） 

Ｐ１０～Ｐ１３ 
（４）唐津市統括支所におけるわかめの試験養殖について（報告） 
                                   Ｐ１４～Ｐ１９ 
（５）あわび漁業及びなまこ漁業許可方針（イメージ）について（報告） 
                                   Ｐ２０～Ｐ２３  
（６）その他 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



1



（案） 

ぬたうなぎかご漁業（特認） 
 
 

第１ 制限措置 

（１）漁業種類 

     ぬたうなぎかご漁業 

（２）許可又は起業の認可をすべき船舶の数 

     ９隻以内 

（３）船舶の総トン数 

     制限なし 

（４）推進機関の馬力数 

     制限なし 

（５）操業区域 

     佐賀県玄海海域 

（６）漁業時期 

     ９月１日から５月３１日まで 

（７）漁業を営む者の資格 

   ① 旧呼子町又は旧鎮西町のいずれかの地区において漁港機能を 

有する施設を拠点として漁業を営もうとする者 

   ② 佐賀県の漁船原簿に登録されている船舶を使用する権利を有 

する者 

   ③ 佐賀県漁業調整規則（令和２年佐賀県規則第63号。以下「規 

則」という。）第１０条第１項各号のいずれにも該当しない者 

④ 適切な資源管理を実践できる者 

⑤ 漁業の生産力の向上に努めようとする者 

 

第２ 許可の有効期間 

   許可をした日から令和４年５月３１日まで 

第３ 申請すべき期間 

   １ 申請すべき期間（以下「申請期間」という。）は、令和３年７月 

３０日から令和３年８月２０日までとする。 
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（案） 

２ 申請期間に到着し、受付けた申請の数（以下「受付数」という。）

が、９件に到達しないときは、申請期間の最終日の次の開庁日を

新たな申請期間として追加する。 

３ 令和４年４月２９日までの期間において、受付数と申請期間の 

最終日時点で有効な許可又は起業の認可を受けている船舶の数を

足した数（以下「合計数」という。）が９件に到達するまでは、最

後に追加した申請期間の次の開庁日を更に新たな申請期間として

追加することを繰り返す。ただし、最後に追加した申請期間より

前の申請期間に受付けたもののうち、許可、起業の認可若しくは

不許可の処分又は申請の取下げをしたものについては、これを受

付数から除く。 

４ 合計数が９件に到達した日以降から令和４年４月２９日までの 

期間において、廃業等の事由により残枠が生じた場合は、新たな 

申請期間を追加する。申請期間は、規則第１１条第１項に基づく 

公示をした日から次の開庁日までとし、これ以降の申請期間の取 

扱いは、上記３に同じ。 

 

第４ 許可の基準 

１ 令和３年７月３０日から令和３年８月２０日における受付が

９件を超える場合は、次に掲げる優先順位により許可又は起業

の認可をする者を定める。ただし、同順位である者相互間の優

先順位は抽選による。なお、規則第９条第１項第２号に該当す

る場合は、この限りでない。 

（１）令和３年５月３１日時点で当該知事許可漁業の許可を有して 

いた者。ただし、当該順位の適用は、有していた許可件数の範 

囲までとする。 

（２）令和３年５月３１日時点で当該知事許可漁業の許可を有して 

いた者から、許可を受けていた船舶を譲り受け、借り受け、そ 

の返還を受け、その他相続又は法人の合併若しくは分割以外の 

事由により当該船舶を使用する権利を取得して当該知事許可漁 

業を営もうとする者 
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（案） 

（３）前回の許可の有効期間中に当該知事許可漁業の許可を有しい 

た者 

（４）当該知事許可漁業以外の知事許可漁業の許可を有している者 

（５）上記（１）から（４）に該当しない者 

２ 令和３年８月２１日以降における合計数が９件を超える場合は、 

最後に設定した申請期間に受付けた者を次に掲げる優先順位によ 

り許可又は起業の認可をする者を定める。ただし、同順位である 

者相互間の優先順位は抽選による。なお、規則第９条第１項第２ 

号に該当する場合は、この限りでない。 

（１）許可を受けた者から、その許可の有効期間中に、許可を受け 

た船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他相続又 

は法人の合併若しくは分割以外の事由により当該船舶を使用す 

る権利を取得して当該知事許可漁業を営もうとする者 

 （２）当該知事許可漁業の許可を有している者又は前回の許可の有 

効期間中に当該知事許可漁業の許可を有していた者 

（３）当該知事許可漁業以外の知事許可漁業の許可を有している者 

（４）上記（１）から（３）に該当しない者 

 

第５ 条件 

（１）所属する漁業協同組合が保有する共同漁業権漁場（ただ

し、佐賀玄海漁業協同組合においては、合併により発足する

以前に所属していた漁業協同組合に関する共同漁業権漁場内

に限る。）以外の共同漁業権漁場内で操業してはならない。 

   （２）使用するかご数は、２００個以内とする。 

（３）幹縄の両端に、水面１メートル以上の高さの標識をつけ、

かつ、幹縄の中間３００メートル毎に浮標をつけなければな

らない。 

（４）操業時間は、夜間（日没から日出まで）とする。 
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（案） 

とびうお２そう船びき網漁業（特認） 
 
第１ 制限措置 

（１）漁業種類 

     とびうお２そう船びき網漁業 

（２）許可又は起業の認可をすべき船舶の数 

     ２０隻（１０統） 

（３）船舶の総トン数 

     １０トン未満 

（４）推進機関の馬力数 

     制限なし 

（５）操業区域 

     佐賀県玄海海域 

（６）漁業時期 

     ９月１日から１０月３１日まで 

（７）漁業を営む者の資格 

   ① 旧鎮西町地区において漁港機能を有する施設を拠点として漁 

業を営もうとする者 

   ② 佐賀県の漁船原簿に登録されている船舶を使用する権利を有 

する者 

   ③ 佐賀県漁業調整規則（令和２年佐賀県規則第63号。以下「規 

則」という。）第１０条第１項各号のいずれにも該当しない者 

④ 適切な資源管理を実践できる者 

⑤ 漁業の生産力の向上に努めようとする者 

 

第２ 許可の有効期間 

   許可をした日から令和３年１０月３１日まで 

 

第３ 申請すべき期間 

   １ 申請すべき期間（以下「申請期間」という。）は、令和３年

７月３０日から令和３年８月２０日までとする。 
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（案） 

２ 申請期間に到着し、受付けた申請の数（以下「受付数」とい

う。）が、１０件に到達しないときは、申請期間の最終日の次

の開庁日を新たな申請期間として追加する。なお、件数の計算

は、２隻１統を１件とする。（以下この許可方針において同

じ。） 

３ 令和３年９月３０日までの期間において、受付数と申請期間

の最終日時点で有効な許可又は起業の認可を受けている船舶の

数を足した数（以下「合計数」という。）が１０件に到達する

までは、最後に追加した申請期間の次の開庁日を更に新たな申

請期間として追加することを繰り返す。ただし、最後に追加し 

た申請期間より前の申請期間に受付けたもののうち、許可、起

業の認可若しくは不許可の処分又は申請の取下げをしたものに

ついては、これを受付数から除く。 

４ 合計数が１０件に到達した日以降から令和３年９月３０日ま

での期間において、廃業等の事由により残枠が生じた場合は、

新たな申請期間を追加する。申請期間は、規則第１１条第１項

に基づく公示をした日から次の開庁日までとし、これ以降の申

請期間の取扱いは、上記３に同じ。 

 

第４ 許可の基準 

   １ 令和３年７月３０日から令和３年８月２０日までにおける受

付数が１０件を超える場合は、次に掲げる優先順位により許可

又は起業の認可をする者を定める。ただし、異なる順位に該当

する者同士が僚船指定した場合には、より低い方の順位を両者

に適用する。また、同順位である者相互間の優先順位は抽選に

よる。なお、規則第９条第１項第２号に該当する場合は、この

限りでない。 

 

（１）令和２年１０月３１日時点で当該知事許可漁業の許可を有

していた者。ただし、当該順位の適用は、有していた許可件

数の範囲までとする。 
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（案） 

（２）令和２年１０月３１日時点で当該知事許可漁業の許可を有

していた者から、許可を受けていた船舶を譲り受け、借り受

け、その返還を受け、その他相続又は法人の合併若しくは分

割以外の事由により当該船舶を使用する権利を取得して当該

知事許可漁業を営もうとする者 

（３）前回の許可の有効期間中に当該知事許可漁業の許可を有し

ていた者 

（４）当該知事許可漁業以外の知事許可漁業の許可を有している

 者 

（５）上記（１）から（４）に該当しない者 

   ２ 令和３年８月２１日以降における合計数が１０件を超える場

合は、最後に設定した申請期間に受付けた者を次に掲げる優先

順位により許可又は起業の認可をする者を定める。ただし、異

なる順位に該当する者同士が僚船指定した場合には、より低い

方の順位を両者に適用する。また、同順位である者相互間の優

先順位は抽選による。なお、規則第９条第１項第２号に該当す

る場合は、この限りでない。 

   （１）許可を受けた者から、その許可の有効期間中に、許可を受

けた船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他相

続又は法人の合併若しくは分割以外の事由により当該船舶を

使用する権利を取得して当該知事許可漁業を営もうとする者 

   （２）当該知事許可漁業の許可を有している者又は前回の許可の

有効期間中に当該知事許可漁業の許可を有していた者 

   （３）当該知事許可漁業以外の知事許可漁業の許可を有している

 者 

   （４）上記（１）から（３）に該当しない者 

 

第５ 条件 

   （１）次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に結んだ直線によ 

って囲まれた海域以外で操業してはならない。 
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（案） 

    ア 北緯 ３３度３８．１２分 東経 １２９度４２．２６分 

イ 北緯 ３３度４０．０３分 東経 １２９度５２．００分 

ウ 北緯 ３３度３４．２４分 東経 １２９度５３．４０分 

エ 北緯 ３３度３１．２６分 東経 １２９度４４．３０分 

   （２）共同漁業権漁場内で操業してはならない。ただし、事前に

漁業権者と協議し、同意が得られた場合はこの限りでなく、

その際は同意書の写しを操業時に携帯しなければならない。 

    （３）使用する漁具は浮子方の長さ２５メ－トル以下でなければ

ならない。 

    （４）夜間（日没から日の出まで）操業をしてはならない。 

    （５）指定された船舶以外を僚船に使用してはならない。 
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ワカメ養殖試験報告書 

 

１．目的 

佐賀玄海漁業協同組合唐津市統括支所においては、唐津湾においてワカメ養殖を実施しており、

当該支所所属漁業者の冬期から春期の重要な収入源となっている。 

また、養殖ワカメは、ウニ類、アワビ類の種苗生産、養殖における重要な餌料となっており、公益社団

法人佐賀県栽培漁業協会に対してウニ類（アカウニ、バフンウニ）、アワビ類の種苗生産用餌料として

出荷している。 

ただ、公益社団法人佐賀県栽培漁業協会への出荷については、先方の種苗生産スケジュール変更

等により養殖期間終了日４月３０日以降になる場合があり、その際は健全なワカメ葉体の品質保持方法

に苦慮することがある。 

健全なワカメ葉体の品質を保持するためには、養殖漁場から陸揚げせず、そのまま養殖漁場内で養

成していたほうが良いと考えられるが、現時点では５月１日以降の養殖漁場の使用が認可されていない。 

さらに、養殖期間以降に養殖漁場内でワカメ葉体を養成した場合の葉体の状態変化についての知

見等が不明である。 

そこで、当該地区で養殖期間終了後もワカメの養殖を継続して行い、漁場内における健全なワカメ

葉体の保持期間の把握を行う。 

 

２．試験の概要 

（１） 実施場所：唐津市唐房地先（別図１） 

松区第２０２号第１種区画漁業権（わかめ養殖業）漁場 

（２）実施期間：令和３年５月１日～令和３年５月３１日 

（３）試験内容 

ａ） 概要 

 ロープ延縄式 

ｂ） 養殖施設（別図２のとおり） 

 ・0.3ｍ×60ｍ×56 本×2 箇所＝2,016 ㎡  

 ・１箇所当り４０ｍの養殖ロープが５６本を設置 

ｃ） 試験方法 

・通常養殖を実施しているワカメ養殖を５月１日以降も継続養殖する。 

・数日おきにワカメ葉体の保持状況の確認および海水温の測定を行う。 

・５月３１日まで、もしくはワカメ葉体が流出した時点で試験を終了する。 

・試験終了とともに片付けを行う。 

ｄ） 養殖スケジュール 

 

 

 

 

 

 R3.５月 1 日                 同５月 31 日   

作業内容 
試験養殖 → ワカメ葉体状況確認 → 試験終了   片付け 

開始      漁場水温測定    
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３．結果 

１）葉体の状況 

・ ワカメ葉体の状況変化については、別添の写真のとおりである。 

・ゴールデンウィーク明けの５月７日（金）にワカメの摘採を行ったが、多少の葉体の流出が見られたもの

の、葉体の大きな変化は見られなかった。 

・５月１０日（月）にワカメの摘採を行ったが、多少の葉体の流出が見られたものの、葉体の大きな変化

は見られなかった。 

・５月１４日（金）にワカメの摘採を行ったところ、全体的に葉体の流出が酷くなってきたため、大半のワカ

メを摘採し、５月１７日（月）に試験養殖区画内のワカメの全摘採を実施し、養殖試験を終了させた。 

 

２）漁場の水温変化の状況 

  漁場の水温変化については、佐賀県玄海水産振興センターから提供された同センターが唐津湾幸

多里浜沖に設置している水温塩分自動観測定点における水温（３０分毎に測定；以下、「幸多里ヶ浜沖

水温」という）、及び同センターがセンター近隣の漁港岸壁において平日に 9：00 頃に測定している漁

港内海水温（以下、「センター前水温」という）を用いて、漁場における水温変化をみた。 

 幸多里ヶ浜沖水温の日間最大値、日間平均値、日間最小値の変化を図２に示し、センター前水温の

変化を図３に示した。 

  幸多里ヶ浜沖水温は、その日間平均値が５月１日から５月９日頃までは１７～１８℃で推移していた

が、５月１０日以降は水温が急に上昇していき、５月１７日には日間平均値が２０℃となっていた。 

 センター前水温は、試験養殖期間がゴールデンウィーク期間と被ったため、データ欠測日が多かった

が、多里ヶ浜沖水温と同等もやや高めで推移していた。 

 この水温変化について、玄海水産振興センターからは「ワカメの葉体の老盛期の生長水温は１７～ 

１８℃が上限となっているので、５月９日頃までは葉体の生長があったと思われる。また、水温２０℃まで

は生存できるとされているが、５月１０日以降の急な水温上昇のためワカメ葉体に何らかの生理障害が

発生し、葉体の流失が進んだ可能性がある。」とのコメントがあった。 

 

4．まとめ等 

 今回の養殖試験により、今年のような水温変化であっても、5 月中旬まではワカメ生産が可能であるこ

とが分かった。 

 なお、今回の試験養殖で得られたワカメの販売実績（表 1）を加味しながら、来年度以降の５月までの

ワカメ養殖（試験養殖含む）の実施を検討していきたい。 
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図１ 水温測定定点位置

図２ 幸多里ヶ浜沖水温の変化

図３ センター前水温の変化
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別紙４ 

 

 

  今回の試験養殖で、合計 790kg の販売重量があり、合計 107,200 円の販売収入が得られた。 

表 1 ワカメ試験養殖におけるワカメの販売実績

販売重量
（kg）

販売金額
（円）

単価
（円/kg）

試験養殖

面積（ｍ2）

5月6日 200 39,200 200

5月7日 90 18,000 200

5月10日 130 13,000 100 2,016

5月12日 60 6,000 100

5月14日 230 23,000 100

5月17日 80 8,000 100

合計 790 107,200 －
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あわび漁業（イメージ） 
 

第１ 制限措置 

（１）漁業種類 

       あわび漁業（すもぐり） 

（２）許可又は起業の認可をすべき漁業者の数 

       〇〇人 

（３）推進機関の馬力数 

        制限なし 

（４）操業区域 

       唐津市相賀崎東端から福岡県二丈町串崎北端を結んだ直線以

南及び最大高潮時海岸線により囲まれた海面のうちの佐賀県玄

海海域。ただし、松共第２号以外の共同漁業権漁場を除く。 

（５）漁業時期 

       １２月２１日から翌年１０月３１日まで 

（６）漁業を営む者の資格 

     ① 操業区域に接続する共同漁業権を有する地区（唐津市浜玉

町、唐津市高島、満島、妙見、唐房又は相賀のいずれかの地

区）を拠点として漁業を営もうとする者 

     ② 佐賀県の漁船原簿に登録されている船舶を使用する権利を

有する者 

     ③ 佐賀県漁業調整規則（令和２年佐賀県規則第６３号。以

下、「規則」という。）第１０条第１項各号のいずれにも該当

しない者 

     ④ 適切な資源管理を実践できる者 

⑤ 漁業の生産力の向上に努めようとする者 

⑥ ２０１７年１２月２１日から２０２０年１０月３１日まで

の期間において、あわび類の水揚げの実績がある者 

第２ 許可の有効期間 

   １年以内 

第３ 申請すべき期間 
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   令和３年９月３０日から令和３年１０月３１日まで 

第４ 許可の基準 

   第１（６）に定める資格を有し、第１（１）に定める漁業を営も

うとする者。ただし、第１（２）に定める人数を超える申請があっ

た場合は、抽選により許可する者を決定する。ただし、規則第９条

第１項第２号に該当する場合はこの限りでない。 

 

第５ 条件 

（１）松共第２号内で操業をする場合は、事前に共同漁業権者と

協議し、同意を得ること。その際は同意書の写しを操業時に

常に携帯しなければならない。 

（２）港則法第２条にて指定された唐津港内においては操業して

はならない。 

（３）夜間は操業してはならない。 

（４）操業中は、国際信号旗Ａ旗及び県が指定する操業標旗（船

舷１．５メートル以上の高さ）を掲げなければならない。 
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なまこ漁業（イメージ） 
 

第１ 制限措置 

（１）漁業種類 

       なまこ漁業（すもぐり、ほこつき） 

（２）許可又は起業の認可をすべき漁業者の数 

       〇〇人 

（３）推進機関の馬力数 

        制限なし 

（４）操業区域 

       唐津市相賀崎東端から福岡県二丈町串崎北端を結んだ直線以

南及び最大高潮時海岸線により囲まれた海面のうちの佐賀県玄

海海域。ただし、共同漁業権漁場を除く。 

（５）漁業時期 

       １０月１日から翌年３月３１日まで 

（６）漁業を営む者の資格 

     ① 操業区域に接続する共同漁業権を有する地区（唐津市浜玉

町、唐津市高島、満島、妙見、唐房又は相賀のいずれかの地

区）を拠点として漁業を営もうとする者 

     ② 佐賀県漁業調整規則（令和２年佐賀県規則第６３号。以

下、「規則」という。）第１０条第１項各号のいずれにも該当

しない者 

③ 適切な資源管理を実践できる者 

④ 漁業の生産力の向上に努めようとする者 

⑤ ２０１７年１２月１日から２０２０年１１月３０日までの

期間において、なまこの水揚げの実績がある者 

第２ 許可の有効期間 

   １年以内 

第３ 申請すべき期間 

   令和３年８月３０日から令和３年９月２３日まで 

第４ 許可の基準 
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   第１（６）に定める資格を有し、第１（１）に定める漁業を営も

うとする者。ただし、第１（２）に定める人数を超える申請があっ

た場合は、抽選により許可する者を決定する。ただし、規則第９条

第１項第２号に該当する場合はこの限りでない。 

 

第５ 条件 

（１）港則法第２条にて指定された唐津港内では操業してはなら

ない。 

（２）夜間は操業してはならない。 

（３）すもぐりの場合、操業中は、国際信号旗Ａ旗及び県が指定

する操業標旗（船舷１．５メートル以上の高さ）を掲げなけ

ればならない。 
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